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一般S特待生制度について

P O I N T

一般 S 特 待生 < Sチャレンジ制度 対応 >

入学金相当額 + 授業料 半額（ 4 年間継 続可）免除
初めて受験する人も、年内の入試を受験した人も、一般入試Ⅰ期（スタンダード型）を受験して

『一般Ｓ特待生』をめざすことができます。基準を満たして『一般Ｓ特待生』になると、

入学金相当額と授業料半額（4年間継続可㊟）免除になります。

ここが
スゴイ！

一般 S 特待生 （認定基準を満たした人）

入 学金相当額 + 授業料半額（ 4 年間継続可 ㊟）免除

初めて受験する人

検定料 35,０００    円

受験 一般入試Ⅰ期

・指定校推薦入試　・AO入試
・その他の専願入試で合格

入学手続き

総合型公募制学力入試で
合格した人や、年内の入試で

不合格となった人

専願入試で合格し、入学手続きを完了した者は他の選考に出願できません。
ただし、「Sチャレンジ制度」により、「一般S特待生」の権利を得るために、一般入試Ⅰ期に出願できます（出願は、入学手続き完了学科に限る）。

既に特待生に認定された方も、チャレンジ可能！
検定料無料で一般入試Ⅰ期にチャレンジできる！

年内に受験した人（特待生の人も含む）

Sチャレンジ制度

一般入試Ⅰ期  受験

入学検定料免除制度

㊟4年間継続するには、入学後に本学が定める基準を満たすことが必要です。


